
－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市中央地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市中央本町１番２９号（中央小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 中央地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２３２千円 

使用料（利用料金）収入 ８１千円 

利用者数（のべ人数）   ７，３８７人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階）（中央小学校体育館との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
 学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３８４．１６㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ６０ １０２．６５

会議室Ｂ ３３ ５０．１６

会議室Ｃ ３９ ７４．５９

事務室  ２ ３４．８７

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市東地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市東塙田１丁目６番１４号（東小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 東地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２２９千円 

使用料（利用料金）収入 １４４千円 

利用者数（のべ人数）  １４，４８０人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３９２．５８㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ２９ ２９．７５

会議室Ｂ ４１ ４１．６５

和室Ａ ２９ ２９．５４

和室Ｂ ２５ ２５．００

調理室 １５ ２４．９７

事務室  ２ ２７．６９

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市西地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市西１丁目２番１３号（西小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 西地区まちづくり推進委員会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２７３千円 

使用料（利用料金）収入 ７９千円 

利用者数（のべ人数）   ５，０８６人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
４１２．５０㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ３２ ３２．４５

会議室Ｂ ２７ ２７．５０

会議室Ｃ ４１ ４１．８１

会議室Ｄ ５４ ５４．４４

調理室 １５ ２４．９２

事務室  ２ ２７．５０

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市簗瀬地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市南大通り２丁目６番６号（簗瀬小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 簗瀬地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２２９千円 

使用料（利用料金）収入 １４８千円 

利用者数（のべ人数）  １０，７０６人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階）（体育器具庫を含む。） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 

４５６．３６㎡ 

（体育器具庫を含む。） 

 



－２－ 

 

主な施設内容 施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ４０ ４０．１５ 

会議室Ｂ ５７ ５７．００ 

会議室Ｃ ２１ ２１．２８ 

和室 ４０ ４０．３２ 

調理室 ２４ ３０．８０ 

事務室  ２ ２４．４２ 

体育器具庫 ― ５７．００ 

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市西原地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市西原２丁目５番４２号（西原小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 西原地域コミュニティ協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２４４千円 

使用料（利用料金）収入 １７３千円 

利用者数（のべ人数）  １３，３２６人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階）（子どもの家との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
５３２．８０㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ４７ ４７．７９

会議室Ｂ ４５ ４５．７６

会議室Ｃ ３０ ３０．７８

和室 ２１ ２１．８７

調理室 １５ ２３．９１

事務室  ２ ２６．１０

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市昭和地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市戸祭町３０４３番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 昭和地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，３４７千円 

使用料（利用料金）収入 ４３千円 

利用者数（のべ人数）   ５，９８３人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
５５６．３９㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３７９．９４㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室１ ３６ ３６．８９

会議室２ ５０ ５０．７０

和室１ １６ １６．２０

和室２ １７ １７．２８

図書談話室 ３３ ３３．６１

調理室 １０ ２０．７２

事務室  ２ ２７．００

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市錦地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市今泉町１４３番地６ 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 錦地域まちづくり協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，３３８千円 

使用料（利用料金）収入 ２３２千円 

利用者数（のべ人数）  １１，３５８人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造平屋建て（地上１階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２，５７４．４５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
５４８．６２㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ６０ ６０．９０

会議室Ｂ ６１ ６１．５５

会議室Ｃ ６０ ６０．９５

和室Ａ ２８ ２８．５４

和室Ｂ ２８ ２８．５４

事務室  ２ ２８．９９

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市宮の原地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市宮原４丁目１番１４号（宮の原小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 宮の原地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２３４千円 

使用料（利用料金）収入 １０６千円 

利用者数（のべ人数）  １２，２７７人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階）（宮の原小学校体育館・子どもの家との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３９４．８４㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室（Ａ） ３１ ３１．１４

会議室（Ｂ） ２７ ２７．２８

会議室（Ｃ） ２７ ２７．０６

会議室（Ｄ） １７ １７．６９

調理室 ３８ ３８．７５

事務室  ２ ３４．６１

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市峰地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市峰３丁目２０番１７号（峰小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 峰地区まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２６６千円 

使用料（利用料金）収入 ５１千円 

利用者数（のべ人数）   ５，９５８人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造３階建て（地上３階）（峰小学校ＰＴＡ活動室を含む。） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 

３６２．１６㎡ 

（ＰＴＡ活動室を含む。） 

 



－２－ 

 

主な施設内容 施設名 定員（人） 面積（㎡） 

図書談話室 ３０ ３０．００ 

会議室１ ３６ ３６．００ 

会議室２ ３０ ３０．００ 

事務室  ２ ３６．００ 

ＰＴＡ活動室 ６６ ６６．００ 

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市泉が丘地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市泉が丘７丁目１２番１４号（泉が丘小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 泉が丘地区まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，１７３千円 

使用料（利用料金）収入 ２４１千円 

利用者数（のべ人数）  １４，２３６人 

施 設 構 造 
鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階） 

（泉が丘小学校体育館・留守家庭児童会との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
４１５．９４㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室１ ５７ ５７．６０

会議室２ ５７ ５７．６０

和室 ３９ ３９．１０

事務室  ２ ３５．０４

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市石井地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市石井町１２１３番地（石井小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 石井地区まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２４４千円 

使用料（利用料金）収入 ８１千円 

利用者数（のべ人数）  １０，７７３人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３９９．６０㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ３６ ４０．１３ 

会議室Ｂ ３６ ４９．８８ 

会議室Ｃ ３０ ３８．３６ 

会議室Ｄ １８ ２２．０８ 

調理室 １６ ２２．７４ 

和室 ２０ ２７．００ 

事務室  ２ ２２．４３ 

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市御幸地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市御幸本町４６３８番地１（御幸小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 御幸地区コミュニティ協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２２８千円 

使用料（利用料金）収入 １００千円 

利用者数（のべ人数）   ８，７５２人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階）（子どもの家との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
５４０．０９㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室（Ａ） ４７ ４７．５３

会議室（Ｂ） ５２ ５２．４３

会議室（Ｃ） ２９ ２９．９０

和室 ２７ ２７．０８

調理室 ２６ ２６．７３

事務室  ２ ２０．４０

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市城東地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市城東２丁目２３番１号 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 城東地区各種団体協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２５６千円 

使用料（利用料金）収入 １６１千円 

利用者数（のべ人数）  １０，００５人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階）（子どもの家との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
６６６．４３㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
５３３．９７㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ４６ ４６．５３

会議室Ｂ ４６ ４６．５３

和室Ａ ３７ ３７．１９

和室Ｂ ２２ ２２．８７

調理室 １０ ２１．１２

事務室  ２ １９．７２

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市陽東地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市陽東２丁目１６番３６号（陽東小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 陽東地区まちづくり協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２４３千円 

使用料（利用料金）収入 ２０５千円 

利用者数（のべ人数）  １５，８６８人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階）（子どもの家との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
５６０．００㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ４５ ５９．８３ 

会議室Ｂ ３０ ３２．６１ 

会議室Ｃ ３０ ３７．３３ 

会議室Ｄ ３０ ３０．７９ 

調理室 １６ ３２．９７ 

事務室  ２ ２６．００ 

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市御幸が原地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市御幸ヶ原町５３番地２（御幸が原小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 御幸ヶ原まちづくり協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２２８千円 

使用料（利用料金）収入 ８４千円 

利用者数（のべ人数）   ７，０４３人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３９８．９４㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室（Ａ） ２１ ２１．３１

会議室（Ｂ） ２０ ２０．４４

会議室（Ｃ） ４０ ４０．３２

会議室（Ｄ） ４０ ４０．３２

和室 ２２ ２２．３２

調理室 ２５ ２５．２１

事務室  ２ ２９．７９

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市富士見地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市鶴田町２７０８番地３（富士見小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 富士見地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２３３千円 

使用料（利用料金）収入 １１３千円 

利用者数（のべ人数）  １８，７６０人 

施 設 構 造 
鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階） 

（富士見小学校体育館・子どもの家との合築施設） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
４６９．８９㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室１ ４２ ４２．００

会議室２ ３０ ３０．００

和室 ５２ ５２．５３

図書談話室 ３０ ３０．００

調理室 １０ ２５．１０

事務室  ２ ３５．７５

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市明保地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市鶴田町３６６８番地３６ 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 明保地区明るいまちづくり協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，３５０千円 

使用料（利用料金）収入 ５８千円 

利用者数（のべ人数）  １１，６０５人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
駒生グランドチビッコ広場内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３９８．９４㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ２０ ２０．６４

会議室Ｂ ２３ ２３．０４

多目的室Ａ ４０ ４０．３２

多目的室Ｂ ４０ ４０．３２

調理室 １８ ４０．３２

事務室  ２ ３８．９９

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 
宇都宮市陽南地域コミュニティセンター 

（宇都宮市陽南地区学習等供用施設） 

所 在 地 宇都宮市大和１丁目１０番１５号（陽南小学校内） 

根拠条例等 

宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号） ）

（宇都宮市学習等供用施設条例（昭和５８年３月２３日条例第４号）     ）

（宇都宮市学習等供用施設条例施行規則（昭和５８年３月２３日規則第９号） ）

設置年月日 平成１４年４月１日（学習等供用施設 平成１８年４月１日） 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 陽南地域まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２５４千円 

使用料（利用料金）収入 １０３千円 

利用者数（のべ人数）   ９，０６１人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造平屋建て（地上１階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３４８．８０㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ３６ ３６．００

会議室Ｂ ６４ ６４．００

会議室Ｃ ３０ ３０．５０

会議室Ｄ １５ １５．８０

調理室 １５ ３０．００

保育室  ４ １３．８０

事務室  ２ ３０．００

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 
宇都宮市陽光地域コミュニティセンター 

（宇都宮市陽光地区学習等供用施設） 

所 在 地 宇都宮市緑５丁目８番８号 

根拠条例等 

宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号） ）

（宇都宮市学習等供用施設条例（昭和５８年３月２３日条例第４号）     ）

（宇都宮市学習等供用施設条例施行規則（昭和５８年３月２３日規則第９号） ）

設置年月日 平成１４年４月１日（学習等供用施設 昭和５８年４月１日） 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 陽光地区まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２２９千円 

使用料（利用料金）収入 １６６千円 

利用者数（のべ人数）  １３，２５０人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
４８５７．００㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３４８．７９㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

研修室 ３０ ３０．００

実習室 １５ ２５．９５

会議室 ６０ ６１．６２

和室 ６６ ６２．７６

保育室  ４ １５．６０

事務室  ２ ２０．０４

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市戸祭地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市戸祭１丁目１０番２５号（戸祭小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 戸祭地区まちづくり協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２３４千円 

使用料（利用料金）収入 ２０９千円 

利用者数（のべ人数）  １４，８１５人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階）（留守家庭児童会との合築） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
４４１．５０㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室 ６６ ６６．００

和室１ ４４ ４６．７１

和室２ １１ １２．１７

図書談話室 ３０ ３０．００

調理室 １５ １７．４０

事務室  ２ ３６．００

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市宝木地域コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市駒生町３３６４番地２９（宝木小学校内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成１４年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

・ 地域振興業務 

・ 施設使用料等収納業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

現在の指定管理者 宝木地区まちづくり協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ３，２９４千円 

使用料（利用料金）収入 ２４１千円 

利用者数（のべ人数）  １２，６７５人 

施 設 構 造 鉄骨造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
学校敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３９８．９５㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ４０ ４０．３２

会議室Ｂ ４０ ４０．３２

会議室Ｃ ２８ ２８．８０

会議室Ｄ １９ １９．４４

調理室 ３０ ３９．１９

事務室  ２ ２５．９６

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市泉が丘コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市今泉町３００７番地（青少年活動センター敷地内） 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 昭和５６年１月１７日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで），毎週月曜日 

現在の指定管理者 泉が丘地区まちづくり推進協議会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ― 

使用料（利用料金）収入  ― 

利用者数（のべ人数）  １２，２２４人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建て（地上２階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
青少年活動センター敷地内 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
２４６．００㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室 ８７ ８７．００

和室 ２５ ２５．９２

調理実習室 ２０ ３２．４０

事務室  ２ １２．９０

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成３０年度実績） 

施 設 名 宇都宮市宿郷コミュニティセンター 

所 在 地 宇都宮市宿郷２丁目１０番１１号 

根拠条例等 
宇都宮市コミュニティセンター条例（平成４年条例第１０号） 

宇都宮市コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第３号） 

設置年月日 平成６年４月１日 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

市民協働のまちづくりを推進し，市民主体の地域づくりを促進するため，

市民が自主的に実施する地域の特性を生かした事業や，地域課題の発見・解

決に向けた活動を行う地域づくりの活動拠点施設として設置するもの。 

業
務
内
容 

・ 施設管理業務 

・ 貸館業務 

開 館 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日まで），毎週月曜日 

現在の指定管理者 宿郷コミュニティセンター管理運営委員会 

収支概要（千円）
指定管理料等（市支出総額） ― 

使用料（利用料金）収入  ― 

利用者数（のべ人数）   ５，００２人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造平屋建て（地上１階） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
８８６．７８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
１２５．５５㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

会議室Ａ ２０ ２０．７０

会議室Ｂ ２０ ２０．７０

和室（８帖） １３ １３．２０

和室（６帖） １０ １０．００

和室（６帖） １０ １０．００

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 


